
営業禁止処分の解除について 
   平成２７年１月２７日 

 記者発表資料 
[概要] 

  平成２７年１月１８日（日）付けで、食中毒の原因施設として食品衛生法に基づく営業禁止
の処分とした営業施設については、当該施設における再発防止措置が図られたことを確認し

たため、平成２７年１月２７日（火）をもって営業禁止の処分を解除した。 

 

１ 患者の状況（１月２７日（火）午前１０時現在） 

 ・発症日時  平成２７年１月１５日（木）午前３時～ 

 ・患者数   ２１事業所 ９８名 

          （２５事業所 ２８５名の調査結果） 

・症状 下痢、吐き気、腹痛、嘔吐（入院患者なし） 

 

 ２ 処分施設  所在地 甲斐市 

         業 種 飲食店営業 

 

３ 処分日 
及び内容   平成２７年 １月１８日（日）  営業の禁止 

 
４ 解除日    平成２７年 １月２７日（火） 
 

５ 解除理由    

① 病因物質が「ノロウイルス」と特定されていること。 

② 喫食者の調査が概ね終了しており、発症状況が判明していること。 

③ 喫食者の調査の結果、原因と思われるメニューが推定され、従業員の調理状況、健康状

態等の結果と併せたところ、今回のノロウイルスの汚染の原因がいくつか推定されたこ

と。 

④ 汚染原因に対する再発防止の対策を営業者が策定し、実施する体制となったこと。 

⑤ その対策が有効であり、かつ、現場で実施可能であることを保健所が確認したこと。 

⑥ 従業員への衛生講習会を実施したこと。 

 

６ 原因食品 

１月１４日、１５日に調理・提供された「仕出し弁当」 

  

（参考）山梨県の集団食中毒発生状況（平成２７年１月２７日現在） 

  発生件数  患 者 数  死亡者数    （問い合わせ先） 
本     年 
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